
 

 
                   

 

習志野市が保有する建築物に関する 

老朽化対策のロードマップの概要 
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津田沼小学校 

※ 本計画は、公共建築物に関する個別施設計画です。 
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  公共施設再生計画（個別施設計画）の検討経過 

H23.6月、市議会に 
「公共施設調査 
特別委員会」設置 

25年１月～ 
素案の説明開始 

H26.7月 
公共施設再生 
基本条例施行 

1  これまでの習志野市の取り組み～公共施設再生計画（第 １ 次）の振り返り～ 
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25年間で965億円が必要 

毎年、平均年間38億円が必要 

平成17年～21年の間に公共施設に投資した額 

年間平均 約15億円 

４０％の施設しか更新不可 

試算の条件 ●築60年（鉄筋コンクリート造）で建替えると仮定 
●大規模改修と建替え費用を試算（小規模な倉庫等は除く） 

●延床面積（㎡）×平均単価（円） 
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投資的経費実績平均

（公共施設関連）

15億円

更新必要試算（通期平均）

34.7億円

更新必要試算（前期平均）
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48.7億円

2  これまでの習志野市の取り組み～公共施設再生計画（第 １ 次）の振り返り～ 

 



 公共施設再生計画の目的 

 １．時代の変化に対応した公共サービスを継続的に提供すること 

 ２．人口減少社会の中で持続可能な都市経営を実現すること 

 ３．将来世代に負担を先送りしないこと 

子や孫、ひ孫の世代に至るまで、 
過度な負担を先送りせず、 
より良い資産を次世代に 
引き継ぐための計画です。 

3 

習志野市公共施設再生計画の概要 

 これまでの習志野市の取り組み～公共施設再生計画（第 １ 次）の振り返り～ 

 



目的を達成するための目標 

１．公共施設が適正に維持されること。 

２．公共施設の延床面積を削減し、再生整備に必要な事業費を30％圧縮する。 

  ※ 削減・圧縮率については、今後の公共施設再生計画の計画期間内の環境変化に 
    応じて、適宜見直しを行っていきます。 

３．ファシリティ・マネジメントを導入し、公共施設について事後保全から予防保全に    
  転換し、長寿命化を図りライフサイクルコストを低減する。 

 公共施設再生の取組は、公共施設の統廃合が目的ではありません。  

 その目的は、人口減少社会の中で持続可能な都市経営を実現し、将来世代に 

負担を先送りすることなく、時代の変化に適合した公共サービスを継続的に 

提供することです。 

 目的を達成するために、サービスを提供するための「器」である公共施設を 

適正に維持していくことを目標としています。その方法として、 

総量圧縮、財源確保、長寿命化といった3つの手段を考えています。 

4  これまでの習志野市の取り組み～公共施設再生計画（第 １ 次）の振り返り～ 

 



市内に一つまたは数施設あり、全市民が利用する機能あるいは全市民のために存在する施設。 

全市利用施設は、都市マスタープランの５つの地域区分ごとに、これまでのまちづくりの特色に沿っ
て配置していく。 

教育研究

生涯学習健 康
（スポーツ・保健福祉）

自然・文化 行政・危機管理

新習志野駅勢圏

谷津・ＪＲ津田沼
駅勢圏

京成大久保駅勢圏

実籾駅勢圏

全市利用施設 

 基本的な考え方① 全市利用施設とは…？ 

5  これまでの習志野市の取り組み～公共施設再生計画（第 １ 次）の振り返り～ 

 



 基本的な考え方② 地域利用施設とは…？ 
コミュニティごとに配置され、施設が所在する地域の市民が、主に利用する施設。 

小学校を地域の拠点施設とし、施設更新時に、複合化可能な地域利用施設は複合化していく。 

実花

東習志野

実籾・新栄

大久保・泉
・本大久保

本大久保
花咲・屋敷

藤崎

津田沼

鷺沼・鷺沼台

谷津

向山

袖ケ浦東・西

秋津・茜浜

香澄・芝園

谷津小

向山・谷津南小
津田沼小

秋津小
香澄小

袖ケ浦東・西小

藤崎・大久保小

大久保東小

屋敷小

鷺沼小

実籾小

東習志野小

実花小
地域利用施設 

6  これまでの習志野市の取り組み～公共施設再生計画（第 １ 次）の振り返り～ 

 



7  これまでの習志野市の取り組み～公共施設再生計画（第 １ 次）の振り返り～ 

 



8  これまでの習志野市の取り組み～公共施設再生計画（第 １ 次）の振り返り～ 

 
 第1次計画（平成26～令和元年度）事業実績 

区分 実施内容 施設数 割合 主な施設

A おおむね計画通り実施 23 51%
市庁舎・谷津小・二中体育館
学校給食センターほか

B
一部実施
（今後は通常の維持保全で対応可能）

6 13%
東習志野小・四中
谷津CCほか

C
一部実施
（次の改修・改築時期までに未実施部分の
対応が必要）

10 23%
トイレ改修を先行実施した学校
東習志野CCほか

D 未実施 6 13%
秋津サッカー場・野球場
秋津出張所ほか

６４％ 

◎計画期間内に予定されている個別事業の件数（施設数）：４５施設 
  【主な施設と事業実績】 
    市庁舎、消防本部・中央消防署他4施設、小学校10校、中学校4校、 
    学校給食センター、大久保こども園、大久保地区公共施設再生事業（8施設）、 
    秋津サッカー場、秋津野球場、東部体育館、総合福祉センター、市営住宅など 



9  これまでの習志野市の取り組み～公共施設再生計画（第 １ 次）の振り返り～ 

 
 第1次計画（平成26～令和元年度）事業実施段階の課題 

①東日本大震災の影響や資材高騰等により、 

 事業費が想定より大幅に増加した。 
 

②事業実施段階における法規制への対応、関係機関及び関係者との 

 調整などにより、実施時期の遅れや関連事業費の増加が発生した。 
 

③事業実施段階で事業内容の見直し、実施時期の延伸等が発生した。 
 

④学校施設に関して、国庫支出金等の財源確保が難しいことから 
 事業実施の遅延や見送りなどが発生した。 
 

⑤学校施設に関して、トイレ改修、エアコン整備など緊急的な対応が  
 求められ施設全体の老朽化対応が先送りとなった。 
 

⑥老朽化対策事業の増加や建設業界を取り巻く急激な環境変化への対応が 
 必要であった。 
 

⑦市内での開発事業の影響により個別事業計画の内容や時期等の 
 見直しが必要になるケースが発生した。 



 老朽化対策のロードマップの計画期間 

  長期計画 

後期基本計画 

公共施設再生計画 

第2期（6年間） 第3期（6年間） 

公共施設再生計画（H26.3）では第３期 

第4期（6年間） 

（第１次）公共施設再生計画 

建築物に関する老朽化対策のロードマップ  
～ 第３次公共施設再生計画 ～ 

建築物に関する老朽化対策のロードマップ 
 ～ 第２次公共施設再生計画 ～ 

令和2（2020）年度 

から 
令和7（2025）年度 

令和8（2026）年度 

から 

令和13（2031）年度 

令和14（2032）年度 

から 

令和19（2037）年度 

平成26（2014）年度 

から 
令和元（2019）年度 

前期基本計画 

第1期（6年間） 第5期（6年間） 

※ 社会経済状況の変化や事業実施状況等により、適宜、事業計画の見直しを行っていく 

本計画 

10  第1章 建築物に関する老朽化対策のロードマップの基本的な考え方 



11 

 現在、鷺沼地区土地区画整理事業など市内各地において開発の動きがあり、その動向によっては「まち

の姿」が変わることが想定されます。 

 そのため、今回の見直しでは、開発動向による将来の「まちの姿」が見えてくる時期まで、長寿命化改修

により建築物の延命化を図り、その間にまちづくりと公共施設のあり方を検討することが可能な事業計画と

しています。  

 公共サービスを提供するための器である公共施設の老朽化問題について、人口減少社会の中で持続

可能な都市経営を実現し、将来世代に負担を先送りしないために、公共施設を適正に維持管理するた

めの計画です。 

 これまでの習志野市の取組みにおける、平成26年3月に策定した「公共施設再生計画」を引き継ぐもの

であり、習志野市が保有する建築物を対象とした具体的な老朽化対策の事業計画を示したものです。  

建築物に関する老朽化対策のロードマップとは 

建築物に関する老朽化対策のロードマップの見直し方針 

 基本的な考え方 

 序 章 
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１．時代の変化に対応した公共サービスを継続的に提供すること 

２．人口減少社会の中で持続可能な都市経営を実現すること 

３．将来世代に負担を先送りしないこと 

１．公共施設が適正に維持されること 

２．公共施設の床面積の削減や長寿命化改修の導入などにより、 

   老朽化対策に必要な事業費を20％圧縮する 

          【 削減・圧縮率については、今後の環境変化に応じて、適宜見直しを行います。 】 

３．ファシリティ・マネジメントを導入し、公共施設について事後保全から予防保全に転換し、 

     長寿命化を図りライフサイクルコストを低減する 

目的を達成するための目標 

建築物に関する老朽化対策のロードマップの目的 

 基本的な考え方 

 第1章 建築物に関する老朽化対策のロードマップの基本的な考え方 



 老朽化対策のロードマップの対象施設 

13  第1章 建築物に関する老朽化対策のロードマップの基本的な考え方 

施設名 
施設
数 

 庁舎・消防施設 13 
 小学校 16 
 中学校 7 
 高等学校・ 
 その他教育施設 

5 

 幼稚園・保育所・ 
 こども園・ 
 こどもセンター 

19 

 放課後児童会 8 
 公民館・ホール 8 
 図書館 4 
 自治振興施設 3 
 保健・福祉施設 6 
 スポーツ施設 9 
 公園施設 4 
 市営住宅 6 
 その他 8 

小計 116  

延床面積 
349,609㎡ 

スポーツ施設 
15,583㎡（4.5%） 

市庁舎・消防施設 
28,751㎡（8.2%） 

教育施設 
196,517㎡(56.2%） 

子育て支援施設 
26,369㎡（7.5%） 

生涯学習施設 
19,379㎡（5.5%） 



【前提１】 複合化・多機能化の推進と保有総量の圧縮 
【基本方針１】 ●施設重視から機能優先へ考え方を転換 

       ●単一機能での施設整備を止め、多機能化・複合化を推進 
【基本方針２】 ●機能をできるかぎり維持し、施設の総量を圧縮 

       ●施設の更新事業費を削減 
【基本方針３】 ●人口増減、市民ニーズを勘案して、施設更新の優先順位を決定 

       ●優先順位は建物に付けるのではなく、機能に順位付け 

 目標を実現するための老朽化対策の基本方針 

14  第1章 建築物に関する老朽化対策のロードマップの基本的な考え方 

【前提３】 施設の長寿命化と質的向上の推進 
【基本方針５】 ●計画的な維持保全による、建物の長寿命化 

       ●予防保全によるライフサイクルコストを削減 
【基本方針６】 ●バリアフリー、環境負荷低減、効率的運営等による施設の質的向上を図る 
【基本方針７】 ●災害時における避難所としての役割を強化します 

【前提２】 資産の有効活用と財源の確保 
【基本方針４】 ●機能統合により発生した未利用地については、原則売却・貸付による有効活用を 
            実施し、老朽化対策の財源として公共施設等再生整備基金に積立に積み立てる  
          ●利用者負担の適正化、余裕スペースの活用により財源確保 



 計画の前提条件① 標準工事期間・工事費単価（円／㎡）（１０％税込）  

工事種別 
工事 設計 

標準工期 
1工事あたりの 
工事費単価 

標準工期 
1工事あたりの 
設計費単価 

改築（建築物建設） 

工事3年間 

361,000 

計画・設計3年間 

25,270 

改築（外構工事） 13,000 910 

改築（解体工事） 50,000 3,500 

大規模改修 工事2年間 108,000 計画・設計1年間 7,560 

長寿命化改修 
機能向上大規模改修 

工事3年間 160,000 計画・設計2年間 12,800 

① 学校施設     

② 学校施設以外の学校教育施設     

工事種別 
工事費単価 設計費単価 

標準工期 
1工事あたりの 
工事費単価 

標準工期 
1工事あたりの 
設計費単価 

改築 工事2年間 424,000 計画・設計1年間 29,680 
大規模改修 工事1年間 108,000 計画・設計1年間 7,560 
長寿命化改修 
機能向上大規模改修 

工事2年間 160,000 計画・設計1年間 12,800 

15  第２章 老朽化対策のロードマップの前提条件と事業費の試算 



 計画の前提条件① 標準工事期間・工事費単価（円／㎡）（１０％税込）  

③ 市民文化系、社会教育系、子育て支援系、行政系施設 

工事種別 
工事費単価 設計費単価 

標準工期※1 
1工事あたりの 
工事費単価 

標準工期 
1工事あたりの 
設計費単価 

改築 工事2年間 520,000 計画・設計1年間 36,400 
大規模改修 工事1年間 160,000 計画・設計1年間 11,200 
長寿命化改修 
機能向上大規模改修 

工事2年間 194,000 計画・設計1年間 15,520 

 工事種別 
工事費単価 設計費単価 

標準工期※1 
1工事あたりの 
工事費単価 

標準工期 
1工事あたりの 
設計費単価 

改築 工事2年間 468,000 計画・設計1年間 32,760 
大規模改修 工事1年間 128,000 計画・設計1年間 8,960 
長寿命化改修 
機能向上大規模改修 

工事2年間 175,000 計画・設計1年間 14,000 

④ スポーツ・レクリエーション系施設 

⑤ 公営住宅 
 「市営住宅等長寿命化計画」に 試算が掲載されていることから、その金額及び工期とする。 
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 計画の前提条件② 長寿命化改修工事の導入  

 以下の条件をすべて満たす建築物の構造躯体対策を含む改修工事 
  ① 構造躯体のコンクリート圧縮試験結果が20Ｎ／㎟(※)以上であること 
  ② 建築後40年以上を経過しているもの 
  ③ 建築後70年以上使用する予定のもの  
<学校施設について>  

• 長寿命化改修工事を実施した棟については、原則として、その後30年以上使用する 
• 長寿命化改修工事後、教育環境を維持するために必要な改修工事を適宜実施する 

 習志野市における長寿命化改修工事の定義 

 計画の前提条件③ 耐用年数 

コンクリート圧縮強度 建築後年数 劣化状況評価 
目標耐用年数 

学校施設 学校施設以外 
20N／㎟未満 － － 60年 60年 

20N／㎟以上 
51年以上 

30点以上 70年 
70年 30点未満 施設の状況により設定 

30年以上50年以下 － 80年 
30年未満 ー 80年 80年 

●鉄筋コンクリート造・鉄骨造： 

●木造：目標耐用年数を50年とする。 
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※既存鉄筋コンクリート造 学校建築物耐力度測定方法≪改訂版≫より 



 計画の前提条件④ 目標耐用年数を考慮した工事種類の分類 

 原則として建築後61年目から改築工事に着手 

【ケース１】 構造躯体のコンクリート圧縮試験結果が20N／㎟未満の施設（棟） 

 原則として建築後71年目から改築工事に着手する 
 ※改築工事までの間の期間が相当程度ある場合 
    劣化状況に応じた必要な改修等実施 
 ※≪学校≫ 
   次のいずれかに該当する場合、施設の状況に応じて改築工事の時期を決定 
     ・各棟の劣化状況評価の健全度が30未満の場合 
     ・劣化状況調査未実施の場合 

【ケース２】 構造躯体のコンクリート圧縮試験結果が20N／㎟以上であり、 
         建築後51年以上経過した施設（棟） 
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※コンクリート圧縮試験結果20N／㎟ 
  …既存鉄筋コンクリート造 学校建築物耐力度測定方法≪改訂版≫より 



 計画の前提条件④ 目標耐用年数を考慮した工事種類の分類 

 建築後21年目から大規模改修、41年目から機能向上大規模改修工事、 
 61年目から大規 模改修工事、81年目から改築工事に着手 

【ケース４】 建築後30年未満または、今後建替えを実施する施設（棟） 

原則として改築後51年目から改築工事に着手 
※改築工事までの間の期間が相当程度ある場合：劣化状況に応じた必要な改修等実施 

【ケース５】 木構造の施設（棟） 

● 学校：建築後51年目から長寿命化改修工事、71年目から大規模改修工事、 
       81年目から改築工事に着手 
● 学校以外：建築後51年目から長寿命化改修工事、71年目から改築工事に着手 

【ケース３】 構造躯体のコンクリート圧縮試験結果が20N／㎟以上であり、 
        建築後30年以上かつ50年以下の施設（棟） 
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※コンクリート圧縮試験結果20N／㎟ 
  …既存鉄筋コンクリート造 学校建築物耐力度測定方法≪改訂版≫より 



 事業費の試算結果 
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（単位：百万円） 

平均：4,850 

（単位：百万円） 

平均：3,880 

ロードマップにおける事業費試算 

従来型での事業費試算 

【削減効果額】 
 ●計画期間の事業費総額 

   約174億7千万円 
 ●一年平均 

   約9億7千百万円 

●計画期間の総事業費 

  約698億3千4百万円 
●一年平均 

  約38億8千万円 

 ロードマップ事業費試算 

●計画期間の総事業費 

  約873億4百万円 
●一年平均 

  約48億5千万円 

 従来型の事業費試算 

【 削減率】 
  約20％ 



21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

その他（含し尿処理） 788,663 1,000,361 666,821 585,603 972,554 357,538 396,952 586,615 328,199 328,951

ごみ処理施設 467,294 412,575 476,473 509,315 558,390 1,631,718 1,453,768 1,125,794 934,831 839,248

公園 1,054,324 945,362 853,470 633,781 553,794 158,944 188,135 80,785 995,580 79,330

橋りょう 52,722 4,119 61,475 156,319 58,486 41,145 142,687 167,996 267,502 507,609

道路（含街路） 704,690 1,057,298 752,352 966,078 717,359 596,708 926,241 659,279 803,318 594,901

公共建築物（その他） 993,927 1,701,277 1,741,009 871,403 2,446,487 1,823,425 1,842,334 6,535,744 3,772,634 6,117,561

公共建築物（学校施設） 1,286,614 992,405 2,382,777 1,900,107 1,251,178 1,516,455 856,344 673,904 2,062,510 1,605,176

計 5,348,234 6,113,397 6,934,377 5,622,606 6,558,248 6,125,933 5,806,461 9,830,117 9,164,574 10,072,776
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千円  増加傾向にある普通建設事業費の推移 

老朽化対策費の 
増加に伴い 
年々増加 

H30年度 
100億円突破 

建築物に関する 
事業費 
➢増加 

普通建設事業費  5年間（H26～H30年度） の1年平均事業費  約８２億円 
              内、建築物に関する事業費（新庁舎建設事業除く） 約４０億円 
ロードマップ事業費 計画期間（R2～R19年度）の1年平均事業費試算   約３８億８千万円                  

（単位：千円） 
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 老朽化対策のロードマップに基づく個別事業の推進に向けて 

１ 庁内推進体制のもとでの個別事業の推進 

２ 積極的な情報公開による問題意識の共有化 

３ 老朽化対策の優先順位の考え方の整理 

４ 市民協働と官民連携の推進 

５ 地方公会計制度改革の取組との連携の強化 

６ 公共交通との連携 

７ 広域連携の検討 

８ 計画の進行管理 
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公共施設の老朽化問題は、これまで経験したことのない、
これから確実に起こる問題です。 

老朽化の進行による事故等は今日起きるかもしれません。 

人口減少、少子高齢化社会の進展、厳しさを増す財政状
況などの環境変化を踏まえつつ、スピード感をもって対
応しなくてはなりません。 

将来、確実に人口が減少することに対して、過剰となる
公共施設を適切に減らすことが基本的な方向です。 

これは、サービスの低下ではなく適正化の取組みです。 

公共施設を減らすことは難しいが、先送りすれば、人口
減少とともに、ムリ・ムダ・ムラが拡大し、ますます財
政が悪化してしまいます。 
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